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本法が対象としている発注機関は,次のとおりです (第 2条第 1項から第 3項)。

① 国
② 地方公共団体
③ 国又は地方公共団体が資本金の2分の 1以上出資している法人
④ 特別の法律により設立された法人のうち,国又は地方公共団体が法律により,常時,発行

済株式の総数又は総株主の譲決権の 3分の 1以上に当たる株式の保有を義務付けられてい
る株式会社 (政令により,日本電信電話株式会社及び日本郵政株式会社を除く。)

:  λ札談含等関与行為

入札談合等関与行為防止法では,職員が入札談合等 (競争により相手方を選定する方法によ
り行う契約の締結に関し,参加事業者が他の事業者と共同して受注予定者を決定する等により,

独占禁止法に違反する行為 (第 2条第4項))に関与する行為として,①議含の明示的な指競,

②翼注者に関する意向の表明,③発注に篠る秘密情報の漏えい凛び④特定の議含の講助の4類
型を定めています (第 2条第5項第1号から第4号)。

これまでの入札談合等関与行為の事例については,当委員会ウェプサイトに掲載されている
「入札談合の防止に向けて ～独占禁止法と入札談合等関与行為防止法～」を御覧ください。

公正取引委員会は,受注者である事業者側に対する入札談合の調査の結果,入札談合等関与
行為があると認めるときは,発注機関に対し,その排除のために必要な改善措置を要求するこ
とができます (第 3条 )。 当該要求を受けた発注機関は,自 ら事実関係を調査し,必要と認め
る改善措置を講じなければなりません。
発注機関が行つた調査の結果及び講じた改善措置の内容については,公表するとともに,公

正取引委員会に通知しなければなりません。

発注機関職員が,発注機関が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,入札談
合を唆(そそのか)すこと,予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の
方法により,当該入鵜等の公正を書すべき僣織を行つたときは,5年以下の懲役

=は
250万

円以下の罰金に処されることとされています (第 8条 )。

本規定は,独占禁止法違反行補の存在を前提としたものではありませんので,公正取引委員
会の行う入札談合等に関する調査が契機となる場合に限定されず,捜査機関 (検察・警察)が
独自に探知して捜査が開始される場合もあります。

入札談合等関与行為防止法に関するお問い合わせ先

TEL 03‐3581‐5471(ギtl轟}
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